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１．フランスの労働裁判について

○ 労働審判所（ ） 注） 〔 〕内は単位Conseil de prud'hommes

項 目 1996年 1997年 1998年 1999年 2000年

271 271 271 271 271労働審判所数

167,894 171,799 191,892 165,977 164,039本 新受件数

案

164,483 160,221 158,524手 うち個別的労働関係事件 － －

続

82,366 81,435 81,983解雇無効、損害賠償又は復職の申立 － －

6,261 5,028 4,351経済的理由に基づく解雇無効、損害賠償又は復職の申立 － －

14,369 13,598 12,607労働契約の解消に伴う手当の支払いに関する申立 － －

45,867 39,499 43,691賃金支払いの申立 － －

788 769 645労働契約の履行申立又は不履行を原因とする申立 － －

1,328 1,321 1,219懲戒処分の取消申立 － －

21 22 17特別休暇の承認に関する申立 － －

852 669 725文書の提出申立 － －

10,545 1,589 11,196労働者のその他の申立 － －

2,086 2,021 2,090使用者の申立 － －

160,536 167,820 165,947 172,369 160,747既済件数

3,525 3,605 3,197 3,480 3,255部 農業部

ご

56,074 59,554 56,848 57,558 57,033と 商業部

の

29,530 30,683 38,110 44,557 34,125件 雑職業部

数

24,222 24,497 23,025 23,185 22,486管理職部

47,185 49,481 44,767 43,589 43,848工業部

9.4 9.6 9.7 10.3 10.2平均審理期間〔月〕

10.4 10.3うち個別的労働関係事件 － － －

11,243 9,707 10,065 13,841 13,801うち職業裁判官が加わって処理した件数

17.1 17.2 18.0 18.3 20.1平均審理期間〔月〕

93,037 98,144 90,991 92,511 89,236本案についての判決
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69,356 72,977 67,648 70,106 68,638認容（全部又は一部）

23,681 25,167 23,343 22,405 20,598棄却

67,499 69,676 74,956 79,858 71,511その他

Radiation 24,282 23,799 26,115 26,616 22,984事件簿からの抹消（ ）

9,315 9,316 9,587 12,588 10,000申立の取下げ

14,522 14,817 14,674 15,726 14,894調停の成立

Caducité 6,817 5,971 6,316 5,539 5,727申立の失効（ ）

Jonction 10,471 13,314 15,725 16,731 15,209事案の併合（ ）

控訴率〔 〕 －% 53.6 55.6 57.6 57.5

51,411 50,495 48,680 47,303 47,488急 件数

速

44,965 45,603審 うち個別的労働関係事件 － － －

理

1.2 1.2 1.3 1.2 1.3手 既済事件の平均審理期間〔月〕

続

29,193 28,888 26,855 25,369 25,090

（

請求に対する判決数

r

21,068 20,901 18,830 18,414 18,500é 認容（全部又は一部）

f

8,125 7,987 8,025 6,955 6,590é 棄却

r

22,218 21,607 21,825 21,934 22,398é その他）

Radiation 10,141 10,412 10,357 9,800 9,434事件簿からの抹消（ ）

3,549 3,216 2,970 3,089 3,074訴えの取下げ

2,293 1,802 1,818 1,753 1,767調停の成立

Caducité 836 774 852 826 812失効（ ）

Jonction 3,202 3,200 3,730 4,184 4,442併合（ ）

（ ）労働審判所の審判官定数（全国計・ 年） 名 労使各 名1997 14,646 7,323

本案訴訟における訴訟代理 労 働 者 側 使 用 者 側

% 64 67弁護士が代理人である割合〔 〕

% 22.7 27.2本人訴訟の割合〔 〕

資料出所： （フランス司法省）Annuaire statistique de la Justice, Éditon 2001, 2002
個別労働紛争処理システムの国際比較（日本労働研究機構）
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（参考）通常裁判所

( ) 大審裁判所( ) 注） 〔 〕内は単位1 Tribunal de grande instance

項 目 1996年 1997年 1998年 1999年 2000年

676,282 644,939 634,696 605,816 600,999新受件数（本案手続）

916 924うち労働関係事件の件数 － － －

659,153 642,319 635,340 608,991 593,462既済件数（本案手続）

8.9 9.1 9.3 9.1 8.9平均審理期間〔月〕

7.1 7.5うち労働社会関係事件の期間 － － －

控訴率〔 〕 －% 14.4 15.3 15.6 15.7

( ) 小審裁判所（ ） 注） 〔 〕内は単位2 Tribunal d'instance

項 目 1996年 1997年 1998年 1999年 2000年

479,760 469,274 467,184 472,297 491,527新受件数（本案手続）

3,674 3,282うち労働関係事件の件数 － － －

456,566 449,568 452,646 456,112 479,523既済件数（本案手続）

5.0 5.0 5.1 5.2 5.1平均審理期間〔月〕

2.9 3.1うち労働社会関係事件の期間 － － －

控訴率〔 〕 －% 6.2 6.2 6.1 4.9

( ) 控訴院（ ） 注） 〔 〕内は単位3 Cour d'appel
項 目 1996年 1997年 1998年 1999年 2000年

219,271 214,197 210,610 201,521 194,392新受件数（本案手続）

38,461 40,814 43,333 42,687 43,930うち原審が労働審判所の件数

203,740 202,724 209,839 211,050 221,492既済件数（本案手続）

15.8 16.6 17.4 18.1 18.4平均審理期間〔月〕

19.3 20.5うち労働社会関係事件の期間 － － －

資料出所： （フランス司法省）Annuaire statistique de la Justice, Éditon 2001, 2002
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２．ドイツの労働裁判について

○ 労働裁判所 注） 〔 〕内は単位

項 目 1997年 1998年 1999年 2000年 2001年

659,815 584,686 568,469 569,161 598,732労 新受件数（判決手続）

働

637,486 564,178 546,749 542,337 576,428裁 労働者が申し立てた件数

判

21,373 20,151 21,261 26,321 21,774所 使用者が申し立てた件数（

672,804 625,462 589,531 574,644 582,598第 既済件数（判決手続）

一

249,485 236,042 226,937 223,982 221,382審 事 賃金関係

案

）

19,331 19,307 23,399 20,026 22,741の 休暇、休暇手当関係

内

310,295 285,474 260,249 246,808 256,384容 解雇関係

15,939 17,585 21,254 23,425 25,878証明書の発行・訂正関係

4,951 5,283 5,515 5,144 4,861損害賠償関係

9,484 5,787 4,243 3,195 3,513報酬の格付(Tarifliche Einstufungen)

167,708 162,835 162,816 164,026 166,700その他

Streitiges Urteil 53,108 50,649 46,379 42,262 39,535終 争訟判決（ ）

局

87,231 84,688 83,062 78,649 76,347状 その他の判決

況

Vergleich 266,276 256,123 242,153 242,653 253,480和解（ ）

266,194 234,002 217,937 211,080 213,236その他の方法

( ) ( ) ( )審 １か月以内〔 〕% 22.1 24.9 23.2 26.1 25.6 28.8
理

( ) ( ) ( )期 １か月超－３か月以内〔 〕% 75 75 37.1 39.1 38.3 40.6 38.7 41.6
間

( ) ( ) ( )
注１ ３か月超－６か月以内〔 〕% 18.7 19.3 19.0 18.9 18.7 17.9

( ) ( ) ( )６か月超－１２か月以内〔 〕% 20 19 17.1 13.3 15.5 11.7 14.0 9.7

( ) ( ) ( )１２か月超〔 〕% 5 6 5.0 3.4 4.0 2.7 3.0 2.0

248,980 208,178 192,539 187,001 199,564係属件数（年末）

Berufung 28,777 28,064 25,095 23,032 21,916州 新受件数（控訴手続( )）

労

27,062 29,109 27,134 25,224 22,701働 既済件数（控訴手続）

裁

8,536 9,031 8,145 8,026 7,106判 終 争訟判決
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286 494 345 286 231所 局 その他の判決

状

（

Beschluß 873 812 714 613 584第 況 決定（ ）

二

8,812 9,374 8,979 8,479 7,517審 和解）

8,555 9,398 8,951 7,820 7,263その他の方法

( ) ( ) ( )審 ３か月以内〔 〕% 26.0 24.9 28.3 28.3 30.2 31.7
62 59理

( ) ( ) ( )期 ３か月超－６か月以内〔 〕% 30.3 32.3 33.4 35.0 33.4 37.0
間

( ) ( ) ( )
注１ ６か月超－１２か月以内〔 〕% 26 28 29.5 31.3 26.4 26.2 25.4 23.3

( ) ( ) ( )１２か月超〔 〕% 12 13 14.2 11.5 11.9 10.5 11.0 8.0

17,280 16,191 14,145 11,970 11,221係属件数（年末）

2,085 2,294 1,939 2,013 1,844連 新受件数（全手続）

邦

2,086 2,284 1,966 2,054 1,862労 既済件数（全手続）

働

Revision 775 959 759 767 702裁 手 上告（ ：①）

判

1,143 1,161 1,095 1,124 1,044所 続 上告不許可処分抗告( )Nichtzulassungsbeschwerde（

587 640 523 549 505第 終 争訟判決

三 局

0 0 0 0 0審 状 その他の判決

況

）

15 19 20 11 9

（

決定

①

60 70 51 68 64の 和解

内

Rücknahme 110 221 139 117 116訳 取下げ（ ））

3 9 26 22 8その他の方法

% 3.8 1.8 3.2審 ６か月以内〔 〕

36 45理

% 38.6 39.2 44.2期 ６か月超－１年以内〔 〕

間

% 59 55 57.2 57.7 49.3

（

１年超－２年以内〔 〕

①

% 5 0 0.4 1.3 3.3

）

２年超〔 〕

1,153 1,163 1,136 1,095 1,077係属件数（年末）

注１ （ ）内は、解雇等雇用関係の存否に関する事件の審理期間に係る数値である。

資料出所： ～ （ドイツ連邦統計局）Fachserie 10, Reihe 2, Rechtspflege, 1998 2000
個別労働紛争処理システムの国際比較（日本労働研究機構）

2001年の数値は、ドイツ のホームページによった。Arbeitsgerichtsverband
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（参考）通常裁判所

( ) 区裁判所（ ） 注） 〔 〕内は単位1 Amtsgericht

項 目 1996年 1997年 1998年 1999年 2000年

1,686,960 1,686,844 1,584,128 1,496,122 1,456,062新受件数注１

1,737,202 1,716,044 1,643,794 1,538,597 1,478,992既済件数注１

4.6 4.5 4.3審 平均審理期間〔月〕 － －

理

% 49.8 51.4 52.4期 ３か月以内〔 〕 － －

間

% 27.1 26.7 26.6３か月超－６か月以内〔 〕 － －

% 16.9 15.9 15.4６か月超－１２か月以内〔 〕 － －

% 5.1 5.0 4.6１２か月超－２４か月以内〔 〕 － －

% 1.1 1.0 1.0２４か月超〔 〕 － －

732,796 703,596 643,930 601,455 580,845係属件数（年末）注１

（ ）、 （ ）、 （ ）注１ 家庭関係事件 支払督促事件 執行事件Familiensachen Mahnsachen Vollstreckungssachen
を除く。

( ) 地方裁判所（ ） 注） 〔 〕内は単位2 Landgericht

項 目 1996年 1997年 1998年 1999年 2000年

422,995 422,407 404,496 382,881 414,072新受件数注１

414,579 423,628 412,492 392,722 392,063既済件数注１

6.7 7.1 6.9審 平均審理期間〔月〕 － －

理

% 37.4 37.2 38.1期 ３か月以内〔 〕 － －

間

% 26.6 26.1 26.3３か月超－６か月以内〔 〕 － －

% 22.0 21.7 21.3６か月超－１２か月以内〔 〕 － －

% 10.0 10.5 10.0１２か月超－２４か月以内〔 〕 － －

% 4.0 4.6 4.3２４か月超〔 〕 － －

262,097 260,876 252,880 243,039 265,229係属件数（年末）注１

注１ 第一審（ ）として取り扱っている事件の数値である。erster Instanz

資料出所： ～ （ドイツ連邦統計局）Fachserie 10, Reihe 2, Rechtspflege, 1998 2000
個別労働紛争処理システムの国際比較（日本労働研究機構）
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３ イギリスの労働裁判について

○ ＡＣＡＳ（ ） 注） 〔 〕内は単位Advisory, Conciliation and Arbitration Service

項 目 1997年 1998年 1999年 2000年 2001年

555,270 714,721 764,577 755,449電話相談件数 －

% 52 56 34相 労働者〔 〕 － －

談

% 46者 使用者〔 〕 － － － －

注１

% 20その他（本人に代わって相談 〔 〕 － － － －）

1,321 1,302 1,500 1,472 1,371集 受理件数

団

46 81 58 56紛 取下件数 －

争

1,159 1,247 1,226 1,270の あっせん終了件数 －

あ

1,059 1,152 1,139 1,166っ 結 解決又は解決に向けて前進 －

せ

100 95 87 104ん 論 あっせん不成功 －

393 377 372 402申 労働組合 －

116 164 151 152立 使用者 －

462 501 537 593者 合同 －

188 205 166 123ＡＣＡＳ －

Application 83,031 103,909 105,304 100,878個 申請件数（ ） －注２

別

Complaint 106,912 124,256 164,525 167,186 165,093紛 案件受理件数（ ）注２

争

1,490 1,707 2,044の うちＡＣＡＳへの直接申立 － －

あ

42,771 42,826 52,791 50,065 52,000っ 事 不公正解雇

せ 案

2,302 3,395 2,786 4,933 2,614ん の 男女同一賃金

内

6,587 7,400 7,038 9.082 7,525容 性差別

別

2,886 3,256 3,922 4,153 3,825内 人種差別
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24,972 26,837 36,837 39,464 37,591訳 賃金保護

20,326 25,110 29,053 29,390 28,804契約違反

1,408 2,934 3,583 4,422 5,057障害者差別

5,660 12,498 28,515 25,677 27,677その他

99,826 130,711 148,580 137,500処理件数 －

41,092 57,478 64,133 57,660終 解決 －

32,053 40,312 41,480 44,842局 取下 －

26,681 32,921 42,967 34,998状 雇用審判所で処理 －

16,577 20,600 24,340 22,835況 事 不 解決 －

案 公

9,941 12,502 11,965 12,676の 正 取下 －

内 解

9,766 9,689 14,977 10,852容 雇 雇用審判所で処理 －

別

415 819 614 619内 男女 解決 －

訳 同一

1,092 451 834 969賃金 取下 －

391 165 190 264雇用審判所で処理 －

2,439 2,937 3,021 2,993性 解決 －

差

2,160 1,782 1,900 2,191別 取下 －

1,208 1,185 1,206 1,161雇用審判所で処理 －

1,044 1,231 1,322 1,455人 解決 －

種

996 1,054 1,303 1,253差 取下 －

別

990 915 1,041 989雇用審判所で処理 －

8,514 12,130 13,403 13,151賃 解決 －

金

8,273 10,411 11,058 12,657保 取下 －

護

6,330 8,304 10,106 10,397雇用審判所で処理 －
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8,317 10,728 11,288 10,769契 解決 －

約

6,373 6,845 7,398 8,468違 取下 －

反

5,863 7,051 8,139 7,183雇用審判所で処理 －

1,075 1,410 1,647 1,957障 解決 －

害

650 934 1,102 1,317者 取下 －

差

420 572 679 791別 雇用審判所で処理 －

2,711 7,623 8,498 3,881そ 解決 －

の

2,568 6,333 5,920 5,311他 取下 －

1,713 5,040 6,629 3,361雇用審判所で処理 －

注１ 相談者の種別ごとの実数は不明。

注２ １件の申請中に複数の案件が含まれている場合があるので、案件受理件数は申請件数よりも多い。

資料出所： （ＡＣＡＳ）Annual Report 1999-2000, 2000-2001, 2001-2002
個別労働紛争処理システムの国際比較（日本労働研究機構）
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○ 雇用審判所（ ） 注） 〔 〕内は単位Employment Tribunal

項 目 1997年 1998年 1999年 2000年 2001年

registered application 80,435 91,913 103,935 130,408 112,227登録申立件数（ ）注１

jurisdiction 148,771 176,749 218,101 194,120案件数（ ） －注１

41,914 51,270 49,401 51,512事 不公正解雇 －

案

7,222 4,712 17,153 8,762の 男女同一賃金 －

内

10,157 7,801 25,940 15,703容 性差別 －

別

3,318 4,015 4,238 3,889内 人種差別 －

訳

29,660 39,894 41,711 42,205賃金保護 －

27,188 30,958 31,333 30,791契約違反 －

3,151 3,765 4,630 5,273障害者差別 －

8,642 10,846 9,440 8,919剰員整理手当 審判所に申し立てて請求 －（ ）

17,519 23,488 34,255 27,066その他 －

92,938 97,386処理件数（登録申立件数に対する数値） － － －

129,725 139,059処理件数（案件数に対応する数値） － － －

47,536 50,326終 ＡＣＡＳのあっせんによる解決 － － －

局

withdrawn 37,571 42,701状 取り下げ（ ） － － －

況

successful 19,287 18,271認容（ ） － － －

dismissed 16,001 13,933却下（ ） － － －

9,330 13,828その他 － － －

46,497 41,258うち不公正解雇の処理件数 － － －

18,311 18,915終 ＡＣＡＳのあっせんによる解決 － － －

局

11,273 11,191状 取り下げ － － －
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15 11況 復職・再雇用 － － －

compensation 1,993 2,579補償（ ） － － －

3,316 1,343救済を当事者に委任／補償額裁定なし － － －

6,271 5,210却下 － － －

5,348 2,009その他 － － －

% 84 89 88 77 69申立後26週以内に初回審理を行った割合〔 〕

% 81 86 84 86 83最終審理から４週以内に裁定した割合〔 〕

注１ １件の申立中に複数の案件が含まれている場合があるので、案件数は登録申立件数よりも多い。

Lay member 2000 1,908雇用審判所の労使審判官（ ）数（ 年）※

Annual Report and Accounts 1999-2000, 2000-2001, 2001-2002資料出所：

（ ）Employment Tribunals Service
the Report of the Employment Tribunal System Taskforce（※部分）
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○ 雇用控訴審判所（ ） 注） 〔 〕内は単位Employment Appeal Tribunal

項 目 1997年 1998年 1999年 2000年 2001年

received potential appeal 1,869 1,833申立件数（ ） － － －※

registered appeal 1,451 1,494 1,411 1,528 1,432登録件数（ ）※

cases received 1,492 1,509 1,489受理件数（ ） － －

438 518 475事 不公正解雇 － －

案

10 6 3の 男女同一賃金 － －

内

109 93 77容 性差別 － －

別

181 148 141内 人種差別 － －

訳

69 66 55賃金保護 － －

685 678 738その他 － －

処理件数（ ） － － －appeals disposed of 1,334 1,608※※

cases disposed of 1,394 1,384 1,542処理件数（ ） － －

allowed 130 84 144終 認容（ ） － －

局

dismissed 776 655 838状 却下（ ） － －

況

remitted 139 147 148差し戻し（ ） － －

withdrawn 349 498 412取り下げ（ ） － －

22 15 37事 不 認容 － －

案 公

217 206 282の 正 却下 － －

内 解

33 61 53容 雇 差し戻し － －

別

102 190 155内 取り下げ － －

訳

男 認容 － － －2 -
女

同 却下 － － －3 1
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3 1 -一 差し戻し － －

賃

1 6 3金 取り下げ － －

7 6 7性 認容 － －

差

54 50 49別 却下 － －

8 16 11差し戻し － －

25 19 27取り下げ － －

5 13 20人 認容 － －

種

113 100 94差 却下 － －

別

16 14 16差し戻し － －

30 29 25取り下げ － －

3 8 4賃 認容 － －

金

39 28 34保 却下 － －

護

11 4 1差し戻し － －

20 - 17取り下げ － －

91 42 76そ 認容 － －

の

350 270 379他 却下 － －

68 51 67差し戻し － －

171 254 185取り下げ － －

72雇用控訴審判所の労使審判官数〔人〕※※

資料出所： ～ （イギリス大法官府）Judicial Statistics, England and Wales for the year 1999 2001
Annual Report and Accounts 1999-2000, 2000-2001, 2001-2002（※部分）

（ ）Employment Tribunals Service
the Report of the Employment Tribunal System Taskforce（※※部分）
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（参考）通常裁判所

( ) 県裁判所（ ） 注） 〔 〕内は単位1 County Court

項 目 1997年 1998年 1999年 2000年 2001年

2,208,878 2,245,324 2,000,337 1,871,923 1,739,090受理件数

訴え提起から少額手続（ ）開small claim
24 26 29 28始までの平均待ち時間〔週〕 －注１

訴え提起から法定審理（ ）開始までtrial
86 85 79 74 73の平均待ち時間〔週〕注２

注１ 数値は３か月間のサンプル・データに基づく。

注２ 数値は２か月間のサンプル・データに基づく。

( ) 高等法院（ ） 注） 〔 〕内は単位2 High Court

項 目 1997年 1998年 1999年 2000年 2001年

109,442 64,209 58,647受理件数 － －注１

訴え提起から法定審理（ ）開始（又は事件trial
178 178 174 164 173処理日）までの平均待ち時間〔週〕注２

注１ 大法官部（ ）及び女王座部（ ）の合計値である。Chancery Division Queen's Bench Division
注２ 数値は女王座部における２か月間のサンプル・データに基づく。

( ) 控訴院（民事部 （ （ ） 注） 〔 〕内は単位3 Court of Appeal Civil Division） ）

項 目 1997年 1998年 1999年 2000年 2001年

1,106 876 1,101 1.071審理開始決定件数 －

38 31 47 43うち原審が雇用控訴審判所である事件 －

1,255 1,127 1,065 1,120処理件数 －

28 33 34 54うち原審が雇用控訴審判所である事件 －

処理期間（６か月以内に処理した割合 〔 〕 － － －） % 35 44

資料出所： ～ （イギリス大法官府）Judicial Statistics, England and Wales for the year 1999 2001
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４ アメリカの労働裁判について

○ 連邦地方裁判所（ ） 注） 〔 〕内は単位U.S. District Court 注１

項 目 1997年 1998年 1999年 2000年 2001年

41,247 40,020 38,126 36,191 37,419新受件数

Civil right 23,796 23,735 22,490 21,032 21,157雇用に関する公民権（ ）関係

1,943 1,635 1,264 1,108 1,067連邦使用者責任法( )関係Federal Employers' Liability Act

1,633 1,562 1,717 1,935 1,960公正労働基準法（ ）関係Fair Labor Standard Act

1,927 1,744 1,782 1,542 1,445労使関係法( )関係Labor Management Relations Act

ERISA 11,948 11,344 10,873 10,574 11,790その他の労働関係（ 等）注２

38,612 40,556 39,682 38,268 36,866終結件数

Civil right 21,492 23,606 23,721 22,553 21,393雇用に関する公民権（ ）関係

1,931 1,838 1,576 1,381 1,043使用者責任法( )関係Employers' Liability Act

1,597 1,581 1,627 1,791 1,835公正労働基準法（ ）関係Fair Labor Standard Act

1,845 1,805 1,652 1,640 1,412労使関係法( )関係Labor Management Relations Act

ERISA 11,747 11,726 11,106 10,903 11,183その他の労働関係（ 等）注２

、 （ ） （ ）注１ 件数は 私人間の事件 及び連邦政府が原告又は被告となっている事件private case U.S. case
を含む数値である。新受件数及び終結件数は、その内訳として掲げてある５つの事件分類の数値の合

計として算出した。

また、前年の１０月から当該年の９月末までの数値である。

注２ 被用者退職所得保障法（ ）Employee Retirement Income Security Act

Judicial Business of the United States Courts 1997 ~ 2001 Administrative Office of the資料出所： （

）U.S. Courts
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注１○ 連邦控訴裁判所（ ）U.S. Court of Appeals

項 目 1997年 1998年 1999年 2000年 2001年

4,877 5,273 5,107 4,793 4,382新受件数

Civil right 3,581 3,843 3,808 3,574 3,238雇用に関する公民権（ ）関係

55 45 55 42 27使用者責任法( )関係Employers' Liability Act

7 10 3 6 8公正労働基準法（ ）関係Fair Labor Standard Act

231 272 182 218 158労使関係法( )関係Labor Management Relations Act

1,003 1,103 1,059 953 951その他の労働／労働訴訟関係

4,508 4,827 5,266 5,119 4,690終結件数

Civil right 3,239 3,528 3,899 3,859 3,483雇用に関する公民権（ ）関係

55 56 47 50 35使用者責任法( )関係Employers' Liability Act

7 11 6 2 6公正労働基準法（ ）関係Fair Labor Standard Act

206 244 230 207 192労使関係法( )関係Labor Management Relations Act

1,001 988 1,084 1,001 974その他の労働／労働訴訟関係

、 （ ） （ ）注１ 件数は 私人間の事件 及び連邦政府が原告又は被告となっている事件private case U.S. case
を含む数値である。新受件数は、その内訳として掲げてある５つの事件分類の数値の合計として算出

した。

また、前年の１０月から当該年の９月末までの数値である。

Judicial Business of the United States Courts 1997 ~ 2001 Administrative Office of the資料出所： （

）U.S. Courts
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（参考１）一般民事事件

( ) 連邦地方裁判所（ ） 〔 〕内は単位1 U.S. District Court 注１

項 目 1997年 1998年 1999年 2000年 2001年

Cases Filed 272,027 256,787 260,271 259,517 250,907新受件数（ ）

Cases Terminated 249,641 262,301 272,526 259,637 248,174終結件数（ ）

Cases Pending 272,602 262,573 249,381 250,202 252,935係属件数（ ）注２

8 8 9 8.2 8.7訴え提起から処理までの期間〔月／中央値〕

（ を経た事件の場合） ( ) ( ) ( ) ( ) ( )Trial 18 18 19 20.1 21.3

注１ 数値は、囚人による人身保護令状請求等（ 、倒産関連事件（なお、大部分の破prisoner petition）
産事件は連邦破産裁判所に係属する ）等を含むとともに、私人間の事件（ ）及び連邦。 private case
政府が原告又は被告となっている事件（ ）を含む数値である。U.S. case
また、前年の１０月から当該年９月末までの数値である。

注２ 当該年の９月末現在の数値である。

Judicial Business of the United States Courts 1997 ~ 2001 Administrative Office of the資料出所： （

）U.S. Courts

〔 〕内は単位( ) 連邦控訴裁判所（ ）2 U.S. Court of Appeals 注１

項 目 1997年 1998年 1999年 2000年 2001年

Cases Commenced 41,798 43,270 44,442 43,990 46,183開始件数（ ）

Cases Terminated 40,728 41,897 43,413 45,932 46,257終結件数（ ）

Cases Pending 29,698 31,049 32,105 30,152 29,971係属件数（ ）注２

11.5 11.7 11.8 11.7 11.4控訴から最終処理までの期間〔月／中央値〕注３

注１ 数値は、囚人による人身保護令状請求等（ 、倒産関連事件（なお、大部分の破prisoner petition）
産事件は連邦破産裁判所に係属する 、行政事件（ ）等を含むとともに、私。） administrative appeal
人間の事件（ ）及び連邦政府が原告又は被告となっている事件（ ）を含む数値private case U.S. case
である。

また、数値は、前年の１０月から当該年の９月末までの数値である。

注２ 当該年の９月末現在の数値である。

注３ 囚人による人身保護令状請求、破産事件、行政事件等を除いた民事事件のうち、 を経た事Hearing
件の数値である。

Judicial Business of the United States Courts 1997 ~ 2001 Administrative Office of the資料出所： （

）U.S. Courts
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（参考２）

○ 全国労働関係局（ ）National Labor Relations Board
（数値は、１９９８年１０月１日から１９９９年９月３０日までの期間のものである ）。

① 不当労働行為事件の受理・終結・係属件数

注１受理件数 終結件数 係属件数

27,448 29,739 29,810総件数〔件〕

21,063 22,966 25,201使用者の不当労働行為

16,341 17,757 19,987申 労働組合

立

4,722 5,209 5,214者 個人

内

0 0 0訳 使用者

6,385 6,773 4,609労働組合の不当労働行為

231 209 167申 労働組合

立

4,789 4,934 3,521者 個人

内

1,365 1,630 921訳 使用者

注１ 数値は、１９９９年９月３０日現在の件数である。

② ＮＬＲＢで採られた主な公的手段

complaints Issued 2,226救済請求状発付（ ）

440審問（完了）

419行政法審判官の決定

580局委員会の決定

③ 不当労働行為事件の終結方法（全事件）

和 解（ ）agreement of the parties

非公式和解 公式和解

救済請求状発付前 救済請求状発付 審問開始後、行政
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後、審問開始前 法審判官決定前

6,548 2,294 140 38 9,020

取下げ（ ）withdrawal

救済請求状発付前 救済請求状発付 審問開始後、行政 行政法審判官決

後、審問開始前 法審判官決定前 定後

9,246 355 40 0 9,641

却 下（ ）dismissal

救済請求状 救済請求状 審問開始後 行政法審判 局委員会決 連邦控訴

発付前 発付後、審 行政法審判 官決定 定 裁判所の

問開始前 官決定前 命令

9,897 200 4 2 49 5 10,157

決定等の受入れ（ ）compliance

行政法審判官の決 局委員会の決定 連邦控訴裁判所の 連邦最高裁判所

定 命令 における訴訟

20 354 247 1 622

174救済手続前の終結

127その他

29,741合 計

④ 執行力付与及び局委員会命令取消訴訟（連邦控訴裁判所）

affirmed in full 92命令の全部支持（ ）

16命令の一部支持・一部修正

3命令の一部支持・一部差し戻し

remanded 4局委員会への差し戻し（ ）

set aside 17破棄（ ）

132合 計
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⑤ 平均処理日数

段 階 平均処理日数〔単位：日〕

747申立から局委員会決定まで

89申立から救済請求状発付まで

168救済請求状発付から審問終了まで

97審問終了から行政法審判官決定まで

461行政法審判官決定から局委員会決定まで

173決定書原案起草から局委員会決定まで

資料提供：厚生労働省（ ）Sixty-Fourth Annual Report of the National Labor Relations Board, 1999




